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通所リハビリテーション重要事項説明書 

指定居宅サービス事業所 安来第一病院 

 

１．施設の概要 

（１）施設の名称等 

・施設名      社会医療法人昌林会 安来第一病院 

   ・開設年月日    昭和３９年１０月１日 

   ・所在地      島根県安来市安来町８９９－１ 

   ・電話番号         （0854）22－３４１１ 代表 

・ファックス番号   （0854）23－２７２９ 代表 

   ・開設者名     理事長 杉原 建 

   ・管理者名     院 長 杉原 勉 

   ・法令遵守責任者  院 長 杉原 勉 

   ・介護保険指定番号 3210210039号 

（２）通所リハビリテーションの目的 

    通所リハビリテーションは、要介護状態と認定された利用者（以下「利用者」と

いう。）に対して、介護保険法令の趣旨に従って、通所リハビリテーション計画を

立て実施し、利用者の心身の機能の維持回復を図ることを目的とします。 

（３）運営方針     

１．通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、その他必要なリハビリテ 

ーションを行い、利用者の心身の機能の維持回復を図り、居宅での生活を維持で 

きるよう在宅ケアの支援に努めます。 

２．居宅介護支援事業者、その他保健医療福祉サービス提供者及び関係市町村と綿

密な連携をはかり、利用者が地域において総合的サービスを受けることが出来る

よう努めます。 

３．サービス提供にあたっては、懇切丁寧を旨とし利用者又はその家族に対して、

療養上必要な事項について、理解しやすいように指導又は説明を行います。 

（４）施設の職員体制 

職 種 等 人  員 

・管理者 １名 

・医師 １名 

・理学療法士 19名（うち、4名専従、１５名非専従） 

（５）通所定員  ２０名 

（６）営業日及び営業時間 

   ・毎週月曜日から金曜日（祝日を含む）とします但し次の日は除きます。 

    １２月３０日、１２月３１日、1月 1日、1月２日、１月３日 

・通常のサービス提供時間１０時から１６時１０分。 

（７）事業の実施地域 

   通常の事業の実施地域は安来市、松江市東出雲町です。 
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２．サービス内容 

① 通所リハビリテーション計画の立案  

 ② 食事  

③ 送迎 

④ 医学的管理・看護介護 

⑤ 介護 

⑥ 機能訓練（リハビリテーション・レクリエーション） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 基本時間外利用サービス（何らかの理由により、ご家族等のお迎えが居宅介護サー

ビス計画で定められた通所リハビリテーション利用時間の終了に間に合わない場合

に適用） 

⑨ その他 

＊ これらのサービスの中には、利用者の方から基本料金とは別に、利用料金をいた

だくものもありますので、具体的にご相談ください。 

 

３．利用料金 

※単位数×１０円×利用者負担割合で計算したものが、利用者様にご負担いただく金 

 額になります。 

（１） 基本料金 

①利用料（介護保険制度では，要介護認定による要介護の程度によって利用料が異

なります。） 

［１時間以上２時間未満］ 

・要介護１           ３６９単位／日 

・要介護２           ３９８単位／日 

・要介護３           ４２９単位／日 

・要介護４           ４５８単位／日 

・要介護５           ４９１単位／日 

［２時間以上３時間未満］ 

・要介護１           ３８３単位／日 

・要介護２           ４３９単位／日 

・要介護３           ４９８単位／日 

・要介護４           ５５５単位／日 

・要介護５           ６１２単位／日 

   ［３時間以上４時間未満］ 

・要介護１           ４８６単位／日 

・要介護２           ５６５単位／日 

   ・要介護３           ６４３単位／日 

・要介護４           ７４３単位／日 

・要介護５           ８４２単位／日 

［４時間以上 5時間未満］ 

・要介護１           ５５３単位／日 

・要介護２           ６４２単位／日 

   ・要介護３           ７３０単位／日 

・要介護４           ８４４単位／日 

・要介護５           ９５７単位／日 
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［５時間以上 6時間未満］ 

・要介護１           ６２２単位／日 

・要介護２           ７３８単位／日 

   ・要介護３           ８５２単位／日 

・要介護４           ９８７単位／日 

・要介護５         １，１２０単位／日 

［6時間以上７時間未満］ 

・要介護１           ７１５単位／日 

・要介護２           ８５０単位／日 

   ・要介護３           ９８１単位／日 

・要介護４         １，１３７単位／日 

・要介護５         １，２９０単位／日 

 

②リハビリテーションマネジメント加算（イ）          

  ・起算月から６月以内                            ５６０単位／月 

・起算月から６月超                                ２４０単位／月 

リハビリテーションマネジメント加算（ロ） 

・起算月から６月以内                ５９３単位／月 

・起算月から６月超                 ２７３単位／月 

※医師が利用者またはその家族に説明した場合 

               上記に加えて     ２７０単位／月 

③短期集中個別リハビリテーション加算             １１０単位／日 

④認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅰ）    ２４０単位／日 

認知症短期集中リハビリテーション実施加算（Ⅱ） １，９２０単位／月 

⑤ 若年性認知症利用者受入加算                   ６０単位／日 

⑥リハビリテーション提供体制加算（３時間以上４時間未満）１２単位／日 

〃        （４時間以上５時間未満）１６単位／日 

〃        （５時間以上６時間未満）２０単位／日 

〃        （６時間以上７時間未満）２４単位／日 

⑦サービス提供体制強化加算（Ⅲ）                    ６単位／日 

    ⑧生活行為向上リハビリテーション実施加算 

      ・起算月から６月以内                 １，２５０単位／月 

  ⑨科学的介護推進体制加算                 ４０単位／月  

 ⑩移行支援加算                     １２単位／日 

 ⑪退院時共同指導加算                 ６００単位／回 

  ⑫介護職員等処遇改善加算（Ⅱ）ロ １月当りのサービスに１０．８％を 

乗じて得た金額になります。 

※2026年 6月より算定 

 

（２）その他の料金 

  ①食費（昼食）                        ７００円 

 ※施設の管理運営上、昼食は施設で用意させていただきます。 

  ⓶茶菓代                          50円／日 

    ※摂取実績に基づきご請求させていただきます。 

    ③送迎を行わない場合                        ▲４７単位／片道 
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（３）支払い方法 

・毎月２０日までに、前月分の請求書を発行しますので、月末までにお支払いくださ

い。お支払いいただきますと領収書を発行いたします。 

・お支払い方法は、現金、銀行振込、口座振替の３方法があります。契約時にお選び

ください。 

 

４．記録 

（１）当施設は、利用者様の通所リハビリテーションサービスの提供に関する記録を作成

し、その記録を利用終了後２年間は保管します。 

（２）当施設は、利用者が前項の記録の閲覧を求めた場合には、原則として、これに応じ

ます。但し、扶養者その他の者（利用者の代理人を含む）に対しては、利用者の承諾

を得、その他必要と認められる場合に限りこれに応じます。 

 

５．身体の拘束 

（１）当施設は、原則として身体の拘束は行いません。 

 

６．虐待防止のための措置 

（１）事業所における虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとと

もに、その結果を当施設の職員に周知徹底を図ります。 

（２）事業所において、当施設の職員に対し、虐待の防止のための堅守を定期的に実施し

ます。 

（３）第三号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置きます。 

 

７．業務継続計画 

当事業所は、自然災害、感染症等の不測の事態が発生した場合に備えるために、利

用者、および当事業所の職員の身体、生命の安全確保に加え、重要な事業を中断させ

ない、また中断しても可能な限り短い期間で復旧させるための方針・体制・手順を示

した計画を策定しています。 

 

８．秘密の保持と個人情報の保護 

（１）当施設とその職員は、業務上知り得た利用者又は扶養者、若しくはその家族等に関 

する秘密を、正当な理由無く第三者に漏らしません。 

（２）利用者個人の情報は、適切に保護、管理し本来の利用目的以外の利用には使用致し 

ません。但し、本来の利用目的を変更して使用する場合は、利用者及び扶養者から予 

め同意を得た上で行うこととします。 

（３）適切な介護保険サービスを受けるために、利用者並びに家族等に関する必要な情報 

提供を、市町村、介護保険事業者、医療機関等に行うことがあります。又、重要事項 

説明書の受領をもって利用者並びにご家族の同意をいただいたものとします。 

（４）問い合わせなどの窓口を設置致します。 

     窓口 医事課 

（５）個人情報の利用目的を別紙に定め、その取り扱いは利用終了後も同様の扱いと致し 

ます。 

 

９．要望又は苦情の申し出 
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（１）利用者及び扶養者は、当施設の提供する通所リハビリテーションサービスに対して

の要望又は苦情について、担当者に申し出ることが出来、又は備え付けの用紙、管理 

  者宛の文書で、所定の場所に設置してある「ご意見箱」に投函して申し出ることがで

きます。 

 

（２）利用者からの相談又は苦情に対応する常設の窓口（連絡先）として責任者を置きま

す。責任者が不在の時は施設の職員が対応すると共に、責任者に必ず報告します。 

      ＊電話番号：０８５４－２２－３４１１ 

      ＊責 任 者 ：看護局長 宮本裕美子 

（３）苦情があった場合、直ちに責任者は事情を確認し、検討会議等により即具体的な対

応をします。 

（４）苦情の内容等記録に残し、再発防止に役立てます。 

（５）普段から苦情が出ないようなサービス提供に心がけます。（朝礼時の確認、教育研

修の実施） 

 

１０．事故発生時の対応 

（１）サービスの提供により事故が発生した場合、速やかに当該通所者の家族、市町村に

対して、連絡を行います。 

（２）事故が発生した場合の連絡方法や、具体的な手順を定め適切な処置を行います。 

（３）事故が生じた際の原因を解明し、記録に残し、検討会議等により再発の防止に取り

組みます。 

 

１１．緊急時の対応 

（１）当施設では利用者に対し、当施設の提供する通所リハビリテーションサービスでの

対応が困難な状態と判断した場合は、必要に応じて専門医療機関を紹介します。 

（２）通所リハビリテーション利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当施設は利

用者及び扶養者が指定する者に対して緊急に連絡します。 

 

１２．賠償責任 

（１）通所リハビリテーションサービスの提供に伴って、当施設の責に帰すべき事由によ

って、利用者が損害を被った場合、当施設は、利用者に対して、損害を賠償するもの

とします。 

（２）利用者の責に帰すべき事由によって、当施設が損害を被った場合、利用者及び扶養

者は連帯して、当施設に対してその損害を賠償するものとします。 

 

１３．施設利用に当たっての留意事項 

・ 施設、備品等の利用 

・ 所持品、備品の持ち込み 

・ 飲酒、喫煙 

・ 金銭、貴重品の管理 

・ 火気の取り扱い 

 

 

 

１４．非常災害対策 
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・ 防災設備 スプリンクラー、消火器、消火栓 

・ 防災訓練 年２回 

 

１５．禁止事項 

  当施設では、多くの方に安心して通所リハビリテーションサービスを利用していただ

くために、利用者の「営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

１６．福祉サービス第三者評価制度について 

  当院は福祉サービス第三者評価制度導入に伴う評価制度実施については実施しており

ません。 

 

 

 

平成１８年１０月 １日 より施行する 

平成１８年１１月 １日 一部改訂 

平成１９年 ６月 １日 一部改訂 

平成２１年 １月 １日 一部改訂 

平成２１年 ４月 １日 一部改訂 

平成２２年１１月２９日 一部改訂 

平成２３年 ８月 １日 一部改訂 

平成２４年 ４月 １日 一部改訂 

平成２５年 ４月 １日 一部改訂 

平成２５年 ７月 １日 一部改訂 

平成２６年 ４月 １日 一部改訂 

平成２７年 ４月 １日 一部改訂 

平成２７年 ８月 １日 一部改訂 

平成３０年 １月 １日 一部改訂 

平成３０年 ４月 １日 一部改訂 

平成３０年 10月 １日 一部改訂 

令和 元年１０月 １日 一部改訂 

令和 3年 4月 1日 一部改訂 

令和 ４年 ４月 １日 一部改訂 

令和 ６年 ６月 １日 一部改訂 

令和 7年 9月 １日 一部改訂 

令和 ８年 ５月 １日 一部改訂 


